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中間市債権管理条例等の一部を改正する条例
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により、議会の議決を求める。

令和２年１２月８日提出
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中間市債権管理条例等の一部を改正する条例

（中間市債権管理条例の一部改正）

第１条 中間市債権管理条例（平成26年中間市条例第６号）の一部を次のように改正する。

附則第３項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（延滞金の割合の特例）」を付

し、同項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に、「こ

の項において同じ」を「同じ」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」

を「延滞金特例基準割合に」に改め、附則に次の１項を加える。

４ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加

算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年0.1パーセント未満の割合であるとき

は、年0.1パーセントの割合とする。

（中間市市税条例の一部改正）

第２条 中間市市税条例（昭和45年中間市条例第33号）の一部を次のように改正する。

附則第３条の２の見出し中「割合等」を「割合」に改め、同条第１項中「この項におい

て同じ」を「同じ」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 第１項又は前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、第１項

又は前項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年0.1パーセント

未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

（中間市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

第３条 中間市後期高齢者医療に関する条例（平成20年中間市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則第３条第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をい

う。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割

合に」に改め、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加

算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年0.1パーセント未満の割合であるとき

は、年0.1パーセントの割合とする。

（中間市介護保険条例の一部改正）

第４条 中間市介護保険条例（平成12年中間市条例第18号）の一部を次のように改正する。

附則第６条の見出し中「割合等」を「割合」に改め、同条第１項中「特例基準割合（当

該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示され

た割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特

例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、

「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「前項」を「第１



項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加

算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年0.1パーセント未満の割合であるとき

は、年0.1パーセントの割合とする。

（中間市道路占用料徴収条例の一部改正）

第５条 中間市道路占用料徴収条例（昭和53年中間市条例第５号）の一部を次のように改正

する。

附則第３項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（延滞金の割合の特例）」を付

し、同項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に、「こ

の項において同じ」を「同じ」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」

を「延滞金特例基準割合に」に改め、附則に次の１項を加える。

４ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加

算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年0.1パーセント未満の割合であるとき

は、年0.1パーセントの割合とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の中間市債権管理条例附則第３項及び第４項の規定は、令和

３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞

金については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の中間市市税条例附則第３条の２の規定は、令和３年１月１

日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金について

は、なお従前の例による。

４ 第３条の規定による改正後の中間市後期高齢者医療に関する条例附則第３条の規定は、

令和３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する

延滞金については、なお従前の例による。

５ 第４条の規定による改正後の中間市介護保険条例附則第６条の規定は、令和３年１月１

日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金について

は、なお従前の例による。

６ 第５条の規定による改正後の中間市道路占用料徴収条例附則第３項及び第４項の規定は、

令和３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する

延滞金については、なお従前の例による。



（第１条関係）

中間市債権管理条例新旧対照表

改正後 改正前

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合等の特例）

３ 当分の間、第９条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセントの

割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年

の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6

パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に

年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割

合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場

合には、年7.3パーセントの割合）とする。

３ 当分の間、第９条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセントの

割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年

の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項におい

て「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算

した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合

には、年7.3パーセントの割合）とする。

４ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、同項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）

が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割

合とする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿



（第２条関係）

中間市市税条例新旧対照表

改正後 改正前

附 則 附 則

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合等の特例）

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、第48条第５項、第50

条第２項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101

条第２項、第139条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）及び第140条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する平均

貸付割合をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満た

ない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあ

ってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合

を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金

特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセン

トの割合）とする。

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、第48条第５項、第50

条第２項、第53条の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第101

条第２項、第139条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）及び第140条第２項（第140条の７において準用する場合を含

む。）に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセ

ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（租税特別措置法第93条第２項に規定する平均

貸付割合をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセ

ントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パ

ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっ

ては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割

合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、

年7.3パーセントの割合）とする。

２ （略） ２ （略）

３ 第１項又は前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計

算において、第１項又は前項に規定する加算した割合（延滞金特例

基準割合を除く。）が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



0.1パーセントの割合とする。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



（第３条関係）

中間市後期高齢者医療に関する条例新旧対照表

改正後 改正前

附 則 附 則

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例）

第３条 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセン

トの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、

各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）

に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年

7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年

14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割

合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセント

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超え

る場合には、年7.3パーセントの割合）とする。

第３条 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセン

トの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、

各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法

律第26号）第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセント

の割合に満たない場合には、その年（以下この条において「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パ

ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3

パーセントの割合）とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、同項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）

が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割

合とする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

３ 第１項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。



（第４条関係）

中間市介護保険条例新旧対照表

改正後 改正前

附 則 附 則

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合等の特例）

第６条 当分の間、第10条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセン

トの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、

各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）

に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年

7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年

14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割

合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセント

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超え

る場合には、年7.3パーセントの割合）とする。

第６条 当分の間、第10条第１項に規定する延滞金の年14.6パーセン

トの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、

各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法

律第26号）第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセント

の割合に満たない場合には、その年（以下この条において「特例基

準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パ

ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3

パーセントの割合）とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、同項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）

が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割

合とする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿

３ 第１項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

２ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、その計算の過程における金額に１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。



（第５条関係）

中間市道路占用料徴収条例新旧対照表

改正後 改正前

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合等の特例）

３ 当分の間、第８条第１項に規定する延滞金の年14.5パーセントの

割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各

年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に

年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年

7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、

年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準

割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセ

ントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.25パーセントの割合

を超える場合には、7.25パーセントの割合）とする。

３ 当分の間、第８条第１項に規定する延滞金の年14.5パーセントの

割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各

年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律

第26号）第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年

7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項に

おいて「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.5パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基

準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パー

セントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超

える場合には、7.25パーセントの割合）とする。

４ 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算におい

て、同項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）

が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割

合とする。

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿


